
公募型プロポーザル方式における提案書の審査結果の公表 

 

次のとおり、提案書の審査結果を公表します。 

 

 

令和 6年 8月 20 日 

 

西条市長  玉井 敏久 

 

 

１ 業 務 名  西条市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定支援業務 

 

２ 事 業 内 容  仕様書のとおり 

 

３ 所 管 課  〒793-8601 西条市明屋敷 164 番地 

西条市 建設部 都市計画課 

電話 0897-52-1238 （直通） 

 

４ 特定した日  令和 6年 8月 19 日 

 

５ 被 特 定 者  名 称 株式会社パスコ 愛媛支店 

         代表者 支店長 吉野 啓介 

         住 所 愛媛県松山市千舟町 5丁目 5番地 3 

              

６ 被特定者が提案した参考見積り金額 

          

会計年度 金額 

令和６年度 10,120,000 円（税込） 

令和７年度 13,750,000 円（税込） 

計 23,870,000 円（税込） 

 

７ 審査結果 

名     称 評価点（100 点満点） 

株式会社パスコ 愛媛支店 74.8 点 
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西条市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画 

策定支援業務特記仕様書 

 

第１章 総 則 

 

第1条  （適用） 

本仕様書は、西条市（以下、「発注者」という。）が受託者（以下、「受注者」と

いう。）に委託する「西条市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定支援

業務」（以下、「本業務」という。）に適用する。 

 

第2条  （目的） 

本市では平成 16 年 11 月の市町村合併後、平成 21 年 3 月に「西条市都市計画

マスタープラン」を、平成 29 年 2 月に「西条市立地適正化計画」を策定し、持続

可能な都市を目指し、都市計画に係るまちづくりを進めてきた。しかしながら、

両計画とも策定から一定の期間が経過することや、上位計画である「西条市総合

計画」や県が定める「都市計画区域マスタープラン」の見直しが予定されている

ことから、これらの計画を反映するとともに、近年の社会経済情勢の変化に伴い

多様化した課題等に対応するために両計画の見直しを行うものである。 

 

第3条  （業務の範囲） 

本業務の対象区域は「西条市全域」とする。なお、立地適正化計画における各

誘導区域及び施策等については基本的に「都市計画区域」を対象とする。 

 

第4条  （疑義） 

受注者は、本業務の内容に疑義が生じた場合、発注者及び受注者協議のうえ、

その処理方針に従い業務を実施しなければならない。 

 

第5条  （遵守すべき法律等） 

本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか下記の関係法令等に準拠して

行うものとする。 

（１）  都市計画法、同法施行令、同法施行規則 

（２）  都市計画運用指針 

（３）  都市再生特別措置法、同法施行令、同法施行規則 

（４）  西条都市計画区域マスタープラン（愛媛県） 

（５）  立地適正化計画作成の手引き（国土交通省） 

（６）  防災都市づくり計画策定指針（国土交通省） 
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（７）  防災都市づくり計画のモデル計画及び同解説（国土交通省） 

（８）  水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（国土交通省） 

（９）  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

（１０）  西条市総合計画 

（１１）  西条市国土強靭化地域計画 

（１２）  西条市地域防災計画 

（１３）  西条市地域公共交通計画 

（１４）  西条市公共施設等総合管理計画 

（１５）  西条市空家等対策計画 

（１６）  西条市都市計画マスタープラン（平成２１年３月策定分） 

（１７）  西条市立地適正化計画（平成２９年２月策定分） 

（１８）  西条市契約規則 

（１９）  その他関係法令等 

 

第6条  （業務着手） 

本業務の実施に先立ち、受注者は下記の書類を提出し、発注者の承認を得るも

のとする。 

（１）業務計画書 

（２）業務着手届 

（３）工程表 

（４）管理技術者・照査技術者及び担当技術者通知書 

（５）ISO9001（品質マネジメントシステム）登録証の写し 

（６）ISO14001（環境マネジメントシステム）登録証の写し 

（７）ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）登録証の写し 

（８）JISQ15001（プライバシーマーク）登録証の写し 

（９）その他発注者が必要と認める書類 

 

第7条  （安全管理） 

受注者は、各作業員に関係法規を常に遵守させ、安全管理に努めなければなら

ない。また、作業実施中に事故等が発生した場合には、速やかに事故発生の原因・

経過・被害状況等の内容を発注者に報告し、責任を持って処理対策にあたらなけ

ればならない。 

 

第8条  （管理技術者） 

受注者は、本業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 

２ 管理技術者は、契約図書等に基づき本業務に関する技術上の一切の事項を処
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理するものとし、業務に関する技術上の管理を行うものとする。 

３ 管理技術者は、以下の全ての資格を有するものとする。なお、市町村都市計画

マスタープラン策定業務または、立地適正化計画策定業務において管理技術者と

して業務に従事した実績を有する者を配置するものとする。 

・技術士（建設部門 都市及び地方計画）、空間情報総括監理技術者、認定都市

プランナー 

 

第9条  （照査技術者） 

受注者は、本業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 

２ 照査技術者は、照査計画を作成し、業務計画書に記載するものとする。また、

本業務の節目ごとにその成果の確認照査を行うものとする。 

３ 照査技術者は、管理技術者及び担当技術者を兼ねることができない。 

４ 照査技術者は、以下の全ての資格を有し、かつ市町村都市計画マスタープラン

策定業務及び立地適正化計画策定業務の実績を有する者を配置するものとする。 

・技術士（建設部門 都市及び地方計画）、空間情報総括監理技術者 

 

第10条  （担当技術者） 

受注者は、本業務における担当技術者を定め、発注者に通知するものとする。 

２ 担当技術者のうち 1 名は、以下の全ての資格を有するものとする。 

・技術士（建設部門 都市及び地方計画）、認定都市プランナー 

 

第11条  （成果品の訂正） 

受注者は、業務完了後にあっても、提出した成果品に誤りまたは訂正事項があ

った場合は、受注者の責任において直ちに訂正し、再提出しなければならない。 

 

第12条  （成果品の帰属） 

成果品の所有権は受注者及び第三者に著作権、版権等が発生するものは除き、

成果品はすべて発注者に帰属するものとし、発注者の承認を得ずして公表、貸与、

使用してはならない。 

 

第13条  （貸与資料） 

本業務において発注者から貸与される資料等について、受注者は必ず借用書を

提出し、その重要性を認識し良識ある判断に基づき、資料等の破損、滅失及び盗

難等の事故のないように取り扱い、使用後はすみやかに返却するものとする。ま

た、作業期間中であっても発注者から資料返却の要請があった場合は、速やかに

返却を行うものとする。 
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第14条  （秘密保持） 

本業務によって知り得た秘密は、第三者に漏らしたり、公言したりしてはなら

ない。 

 

第15条  （損害賠償等） 

受注者は、本業務実施中にあきらかに受注者の責任により生じた諸事故に対し

て責任を負い、損害賠償についての一切の処理を行うものとする。 

 

第16条  （個人情報保護に関する情報セキュリティ） 

受注者は、本業務を行う上で、取り扱う行政情報（貸与資料等）に対してのセ

キュリティ管理の徹底を保証するため、受注者は契約支店を含む全事業所におい

て、ISMS の認証及びプライバシーマークを取得している（取得する）ことを前提

とする。 

２ 受注者は、契約前に ISMS マネジメントシステム認定登録証・登録証付属書（写

し）及びプライバシーマーク許諾書（写し）を添付した「個人情報保護に関する

セキュリティ管理体制書」を発注者へ提出し、確認後に契約締結とする。 

３ 受注者は、個人情報の管理・運営・活用を行う知識を有する必要があることか

ら、業務実施体制に個人情報保護士を配置するものとする。 

 

第17条  （品質マネジメント及び環境マネジメント） 

受注者は、本業務に適した品質管理及び環境管理が、企業として十分に確立さ

れていることの証明として、ISO9001（品質マネジメントシステム）及び ISO14001

（環境マネジメントシステム）の承認・認証を全社的に取得していることが分か

る証明書（写し）を業務着手前に提出するものとする。 

 

第18条  （提出書類） 

仕様書に定める認証、資格については契約前に発注者へ提示すること。 

 

第19条  （履行期間） 

本業務の履行期間は、令和６年度から２年間を予定しており、それぞれ単年度

契約とする。 

令和６年度 契約締結日から令和７年３年１４日 

令和７年度 契約締結日から令和８年３年１３日（予定）  
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第２章 業務内容（令和 6 年度） 

 

【共通（資料・課題等の整理）】 

 

第20条  （計画準備） 

作業開始前に工程、業務内容、体制等を明記した業務計画書を提出するととも

に、業務に必要な資料収集を行う。 

 

第21条  （上位・関連計画、関連施策の整理） 

本市を取り巻く社会状況等の変化を整理するとともに、上位計画や関連計画

（県都市計画区域マスタープラン、西条市総合計画、西条市地域公共交通計画等）

の関連施策の内容を把握し、まちづくりの方向性について整理する。 

 

第22条  （現行計画の評価） 

現計画に位置付けられるまちづくりに関する施策、事業等の実施状況について、

関係各課に対してヒアリングを行い、現行計画の記載内容について進捗状況等を

把握し、評価を行うとともに、関係各課からみた課題や関連する施策・事業を把

握し、検討資料の基礎資料として整理する。また、立地適正化計画で指定されて

いる誘導区域について、GIS を活用することにより区域設定による効果検証等を

実施し、目標値の達成度や検討を行い、区域へ誘導すべき都市機能増進施設（誘

導施設）については、立地状況の確認を行う。 

 

第23条  （市民意向調査） 

生活環境に対する満足度や土地利用上の問題点など、市民の住みやすさに対す

る問題意識、まちづくりの方向に対する意向等を把握するため、西条市内を対象

とするアンケート調査を実施する。アンケートは、郵送で調査用紙を配布し、郵

送での回答、または、調査票用紙記載の QR コード等からの回答により実施する

ことを想定する。受注者は、調査票の作成、印刷封入・封緘、配布、調査票の回

収、調査結果の入力・集計及び取りまとめを行う。発注者は、宛名ラベルの作成、

インターネット回答フォームの作成を行う。アンケートの配布数は 2,000 通を想

定する。 

（層化抽出法（性別、年齢別）により 2000 人） 

 

第24条  （主要課題の整理） 

上位・関連計画や現状分析、関係各課ヒアリング、市民意向調査の結果等を踏

まえ、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の目標年次程度の将来を見据
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えた課題の整理・検討を行う。 

 

第25条  （将来都市像の検討） 

現在策定中の「第 3 期総合計画」の基本構想（案）に基づき、社会状況等の変

化に対応したまちづくりを進めていくために、都市づくりの基本理念や基本目標、

将来都市構造について検討する。なお、立地適正化計画については、計画策定に

おける基本的な考え方についても検討を行う。 

 

【立地適正化計画】 

 

第26条  （都市の現状分析） 

都市計画基礎調査や統計資料等の既往資料を活用しながら、以下の項目を基本

とした現況調査を行い、都市の現況及び動向について把握する。特に、都市構造

の調査・分析にあたっては、立地適正化計画作成に係る国の手引き・ハンドブッ

ク等を参考としながら、居住誘導区域及び都市機能誘導区域に係る分析を行う。 

なお、現況調査結果は空間分析が可能となるようできる限りＧＩＳデータ

（shape ファイル）で整備するものとする。 

①  人口：人口推移、人口構造、地区別人口動態（人口分布、増減率、密度等）、

ＤＩＤ区域、将来人口推計 

②  産業（経済活動）：農林業や商工業の動向、事業所・従業者数の動向等 

③  財政状況：歳入、歳出、地価動向等 

④  都市機能施設：公共公益、医療・福祉、子育て支援、生活サービス（商業）等

の各施設 

⑤  土地利用現況：土地利用現況、開発動向及び地価動向、開発予定箇所、空家状

況等 

⑥  公共交通：鉄道駅、バス停、路線、乗降客数等 

⑦  インフラ施設：道路網、上下水道整備、都市公園等 

⑧  ハザード：地震、風水害等 

⑨  法規制：都市計画法及び農振地域等その他法規制の土地利用規制等を把握し

整理する。 

 

第27条  （居住誘導区域の検討） 

人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持し、生活サービス

やコミュニティが持続的に維持されるよう、居住誘導区域の検討を行う。なお、

区域の検討にあたっては、現行計画の区域設定の考え方に加え、将来の人口密度、

公共交通ネットワーク等を踏まえて、最新データを用い、GIS を活用することに
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より区域設定による効果検証を実施し、検討を行うものとする。 

 

第28条  （都市機能誘導区域及び誘導施設の検討） 

医療・福祉・商業等の誘導すべき施設やその立地を促進する都市機能誘導区域

の検討を行う。なお、区域の検討にあたっては、現在指定されている区域に対し

て、現行計画における区域設定の考え方を踏まえて、最新データを用いて再確認

し、検討を行うものとする。 

また、誘導施設について、現在設定されている誘導施設の立地状況を踏まえて

再検討を行う。 

 

第29条  （誘導施策の検討） 

居住誘導区域内及び都市機能誘導区域内において、現行計画で記載されている

誘導施策について実施状況を精査し、市が講ずるべき施策を検討する。また、空

きビル、空き店舗、空き家、低未利用地等の既存ストックの活用及び公共施設等

総合管理計画等との連携についても整理する。 

 

【共通（とりまとめ）】 

 

第30条  （打合せ協議） 

業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は発注者と綿密な連絡を取り、業

務の方針及び条件等の疑義を確認し、業務内容については、その都度、打合せ記

録簿に記録する。 

打合せ協議は、業務着手時、中間時 1 回、成果物納入時の 3 回を基本とするが、

業務を円滑に進める上で必要な場合は、適宜実施する。なお、打合せ協議内容及

び決定事項について、受注者が書面により報告し、発注者の合意の上、打合せ記

録簿を記録・押印し、双方が１部ずつ保管する。 

 

第31条  （策定委員会の運営補助） 

策定委員会（全 2 回）の運営補助として、委員会への出席、会議資料の作成、

議事録の作成等の支援を行う。 

 

第32条  （報告書作成） 

本業務の検討結果をとりまとめて、業務報告書を作成する。 
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第３章 業務内容（令和 7 年度） 

 

【都市計画マスタープラン】 

 

第33条  （全体構想の見直し） 

まちづくりの目標、将来都市構造の実現に向けて、主に行政が主体的に取り組

む事項について、その考え方や施策展開を、土地利用方針、市街地整備の方針、

都市施設整備の方針、環境形成の方針、都市景観形成の方針、都市防災の方針、

住宅整備等の方針の項目別に見直しを検討する。（GX、DX、SDGs の観点） 

 

第34条  （地域別構想の見直し） 

市民意向調査の結果等を踏まえつつ、各地域におけるまちづくりの目標を検討

する。また、地域の現況や特性を踏まえた地域づくりの課題を整理するとともに、

全体構想との整合に留意しつつ、地域づくりの課題への対応方策を検討し、その

考え方や施策展開について整理する。 

 

【立地適正化計画】 

 

第35条  （防災指針の検討） 

コンパクトで安全なまちづくりを推進するため、以下の項目について検討等を

行い、居住誘導区域に残存する災害リスクに対する防災指針を定める。 

①居住誘導区域等における災害リスク分析と課題の抽出 

②地区ごとの課題を踏まえた取組方針の検討 

③防災指針に基づく具体的な取組、スケジュール、目標値の検討 

 

第36条  （目標指標・評価方法の見直し） 

計画や事業の必要性・妥当性を市民等にも分かりやすく示すため、必要に応じ

て目標値の見直しを行う。また、立地適正化計画においては、人口密度に関する

目標値に加え、公共交通利用者数等に関する目標値、財政状況等に関する目標値、

災害リスクを踏まえた居住人口等の定量的な目標値等と各評価方法の検討を行

う。 

 

【共通事項（とりまとめ）】 

 

第37条  （パブリックコメントの実施支援） 

前項までの検討結果を踏まえ、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の
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見直し素案をそれぞれ作成するとともに、素案に対する市民から得られた意見

（パブリックコメント）の回答案の作成支援を行う。 

 

第38条  （策定委員会の運営補助） 

策定委員会（全 4 回）の運営補助として、委員会への出席、会議資料の作成、

議事録の作成等の支援を行う。 

 

第39条  （住民説明会・公聴会等の運営補助） 

計画素案に対する住民への周知、啓発、合意形成を促すための住民説明会（全

2 回の開催を予定）及び必要に応じて公聴会を開催するものとし、その運営支援

として、会議への出席、会議資料の作成、議事録の作成等の支援を行う。 

 

第40条  （都市計画審議会の運営補助） 

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の見直し案を作成し、西条市都

市計画審議会に諮るための資料作成等の支援を行う。 

 

第41条  （システム搭載） 

本業務で作成される GIS データについては、本市で運用する統合型 GIS へ搭載

すること。搭載するレイヤについては発注者と協議のうえ確定すること。 

 

第42条  （計画とりまとめ） 

上記までの内容を都市計画マスタープランと立地適正化計画としてとりまと

め、本編及び概要書の印刷製本を行う。 

 

第43条  （報告書作成） 

本業務の検討結果をとりまとめて、業務報告書を作成する。 

 

第44条  （打合せ協議） 

業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は発注者と綿密な連絡を取り、業

務の方針及び条件等の疑義を確認し、業務内容については、その都度、打合せ記

録簿に記録する。 

打合せ協議は、業務着手時、中間時 1 回、成果物納入時の 3 回を基本とするが、

業務を円滑に進める上で必要な場合は、適宜実施する。なお、打合せ協議内容及

び決定事項について、受注者が書面により報告し、発注者の合意の上、打合せ記

録簿を記録・押印し、双方が１部ずつ保管する。 
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第４章 成果品 

 

第45条  （成果品） 

本業務の成果品は以下のとおりとする。 

 

【令和６年度】 

（１）業務報告書（中間）   １部 

（２）上記電子データ（CD-R 等）  一式 

（３）その他、発注者が指示するもの   一式 

※電子データの提出にあたっては、ウイルス対策を実施した上で、提出を行うも

のとする。 

 

【令和７年度】 

（１）業務報告書    １部 

（２）都市計画マスタープラン 計画書  100 部 

（３）都市計画マスタープラン 概要書  100 部 

（４）立地適正化計画 計画書  100 部 

（５）立地適正化計画 概要書  100 部 

（６）策定委員会資料   一式 

（７）都市計画審議会資料  一式 

（８）上記電子データ（CD-R 等）  一式 

（９）GIS データ（データ定義書含む）  一式 

※電子データの提出にあたっては、ウイルス対策を実施した上で、提出を行う

ものとする。 

 


